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バージョンアップ情報〔給与上手くんα〕 
VERSION:25.006 

●給与上手くんα VERSION:16.001 
●給与上手くんαクラウド・給与上手くんαクラウド SE VERSION:16.001 
 
当プログラムは、マイクロソフト社のサポート対応終了に伴い、Windows XP・Vista・7・8.1・10 搭載機へのイ
ンストールは不可となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 令和 7 年分年末調整に関する改正内容 
 概要 

①物価上昇局⾯における税負担の調整及び就業調整対策の改正が⾏われました。 
・基礎控除額が⾒直され、48 万円から 58 万円に引き上げられました。 
・給与所得控除が⾒直され、最低保証額が 55 万円から 65 万円に引き上げられました。 
・「特定親族特別控除」の創設がされました。 
・扶養親族等の所得要件が引き上げられました。 
・個⼈住⺠税の税制改正が⾏われました。 

 様式変更に対応 
①令和 7 年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼  

給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書 
②令和 8 年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 
③令和 7 年分 給与所得の源泉徴収票 

 年調ソフトの変更点 
①年送り対応を⾏い、帳票の表記や年齢等の⾃動判定機能等を、令和 7 年分に変更しました。 
②税制改正対応として以下が⾏われました。 

・基礎控除申告書の区分の改正に対応 
・特定親族及び特定親族特別控除申告書の創設に対応 
・住宅借⼊⾦等特別控除申告書の年送り対応 
・定額減税関連項目等の削除 

 
 その他の改良・修正を⾏いました。 
 
※詳細は、次ページからの“給与処理ｄｂ【給与計算】（VERSION: 16.001）の変更点” を参照してくださ

い。 
※『令和 7 年分合計表・法定調書、給与⽀払報告書（総括表）』対応の給与処理ｄｂプログラムは 12 月上旬

のご提供予定です。 
 
 
 
 

 
 
 
 

ご注意 
●他のＩＣＳシステムとマスターのやり取りを⾏われる場合は、他のＩＣＳシステム側も当改正対応プロ 

グラムのインストールを⾏い、バージョンを統一してください。 

《マスターバージョンアップについての注意点》 
当プログラムをインストール後、⼊⼒等の画⾯を開くと「マスターバージョンアップ」が⾏われます。 
その際、現在「社員登録→扶養情報①タブ」に⼊⼒されている所得⾒積額はクリアされます。 
本年の所得⾒積額は、バージョンアップ後に⼊⼒してください。 
詳細は、次ページからの“給与処理ｄｂ【給与計算】（VERSION: 16.001）の変更点” を参照してください。 
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給与処理ｄｂ【給与計算】（VERSION:16.001）の変更点 
マスターバージョンアップについて 
 

《ご注意》 
☆当プログラムをインストール後、⼊⼒等の画⾯を開くと「マスターバージョンアップ」が⾏われます

が、その際に現在「社員登録→扶養情報①タブ→所得⾒積額」に⼊っている⾦額をクリアします。 
本年の所得⾒積額は、バージョンアップ後に⼊⼒してください。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

所得⾒積額のクリアは、以下 2 点の理由による対応です。 
①給与所得控除の改正により、令和 6 年の所得⾒積額と同額ではない可能性が⾼いこと。 
②合計所得⾦額要件の改正により、⼊⼒済みの所得⾒積額で判定すると誤った扶養区分となる可能性

があること。 
 

配扶養区分を保持した状態で所得⾒積額をクリアしますので、⽉々の給与計算時の源泉所得税に影響を
与えることはありません。 
当プログラムをインストール後、所得⾒積額の判定については、令和 7 年 11 ⽉までは改正前で判定、 
令和 7 年 12 ⽉へ更新後から改正後の判定となります。 
「申告書情報と連動する」設定であれば、源泉控除の人数欄にも反映して源泉所得税が変わる可能性が 
あります。 
 

※すでに令和 7 年分の年末調整⽤に所得⾒積額を⼊⼒している場合であっても、バージョンアップに 
よりすべてクリアされます。所得⾒積額については、お⼿数ですが、再度ご⼊⼒ください。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社員登録の扶養情報①タブの 
「所得⾒積額」をクリアします。 
「配扶養区分」はバージョン 
アップ前の状態で保持します。 
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 改正概要 
 

Ⅰ．令和 7 年分から適用される改正 
 

※要点のみ簡単に記載しております。 
詳細は補⾜資料「令和 7 年分 年末調整の改正事項」をご確認ください。 

 
1）概要 

①物価上昇局⾯における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、主に以下の改正が⾏われました。 
 
 
 
 
 

2）基礎控除の⾒直し（所法 86、措法 41 の 16 の 2） 
   ①基礎控除額が 48 万円から 58 万円に引き上げられました。 
   ②上乗せ特例により、居住者の所得⾦額に応じて控除額が加算されることとなりました。 
    ※合計所得⾦額が 2350 万円超の場合の基礎控除額の改正はありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3）給与所得控除の⾒直し（所法 28） 
   ①給与所得控除の最低保証額が、55 万円から 65 万円に引き上げられました。 
    ※給与等の収⼊⾦額が 190 万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 

4）特定親族特別控除の創設（所法 84 の２） 
①「特定親族特別控除」が新設されました。「特定親族」とは、以下の 2 つを満たす親族を指します。 

     A.年齢が 19 歳以上 23 歳未満の生計同一の親族 
     B.合計所得⾦額が 58 万円超 123 万円以下（※58 万円以下の人は「特定扶養親族」に該当） 
   ②合計所得⾦額が 100 万円以下の特定親族は「源泉控除対象親族」とされました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・所得税の基礎控除額および給与所得控除の最低保障額の引上げ 
・⼤学生年代の⼦等に係る新たな控除の創設（特定親族特別控除） 
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5）扶養親族等の所得要件（所法 2 の 32、33、34、83 の 2、所法施⾏令 11 の 2） 

   ①下記のように所得要件が引き上げられました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

6）個⼈住⺠税の税制改正 
   ①所得税に準じた改正が⾏われました。（基礎控除の⾒直しを除く） 
 
 

7）住宅関連の改正 
   ①例年の対応で、平成 27 年居住開始分が適⽤期間終了のため除外、令和 6 年居住開始分が適⽤開始と

なりました。 
②「調書方式」による住宅借⼊⾦等特別控除が開始となりました。（令和 6 年分から適⽤開始はしてい

たが、対応する⾦融機関が存在しなかったため、実質的な初年度となります。） 
   ③住宅ローン控除の借⼊限度額の上乗せが令和 7 年⼊居分まで延⻑されました。 
   ④⼦育てに対応した住宅へのリフォームについての減税措置が令和 7 年 12 ⽉ 31 日まで 1 年延⻑され

ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ．令和 8 年分給与計算から適用される改正 
 

1）源泉控除対象親族の創設（所法 185、186） 
   ①「源泉控除対象親族」が新設されました。源泉控除対象親族とは、以下を指します。 

「控除対象扶養親族」＋特定親族に該当する人のうち合計所得⾦額が 100 万円以下である人 
     ※追加された特定親族に該当する人のうち合計所得⾦額が 100 万円以下である人についても、 

源泉徴収税額の計算に加味されることとなります。 
 

2）源泉徴収税額表の⾒直し 
①基礎控除、給与所得控除の⾒直しに伴い、以下の税額表が改訂されました。 

    ・給与所得の源泉徴収税額表（電算機計算の特例） 
    ・給与所得の源泉徴収税額表（⽉額表、日額表） 

 ・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 
 

3）退職所得控除額の計算における調整規定の⾒直し 
   ①確定拠出年⾦→退職所得の順に受け取ったとき、重複期間とされる年数が 4 年→9 年とされました。 
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Ⅲ．様式の改正 
 
 ■変更のあった様式は以下の通りです。 

変更点等については、「●令和 7 年分 年末調整の改正事項 251119」をご確認ください。 
①令和 7 年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼  

給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書 
   ②令和 8 年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 
   ③令和 7 年分 給与所得の源泉徴収票 
 
 

 改正対応 
 

Ⅰ．全体 
 

1）マスターバージョンアップ 
   ①会社を選択するとメッセージを表示します。 
    ・改正対応に関する注意メッセージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・マスターバージョンアップに関するメッセージ 
 
 
 
 

≪マスターバージョンアップで⾏われること≫ 
・配偶者と扶養親族の所得⾒積額を未⼊⼒（クリ 

ア）状態とします。（前述「マスターバージョ 
ンアップについて」を参照） 

      ※配扶養区分は保持します。 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ．登録・導⼊／会社情報 
 

1）会社・社員登録リスト 
①社員情報リスト 

・扶養親族の数に「特定親族」を追加しました。※源泉控除対象/対象外の区別はしません。 
（令和 8 年以降マスターで対応） 

 
 
 
 
 

※改正対応に関するメッセージが不要な場合は、「今後こ
のメッセージを表示しない。」のチェックを⼊れてくだ
さい。表示の有無はユーザー単位で選択できます。 
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   ②個人番号チェックリスト 
・年調データ⼊⼒の基礎/配偶者/特親/調整控除申告書⼊⼒タブ－特定親族特別控除申告書に登録し

た個人番号を出⼒対象としました。 
   
 
Ⅲ．登録・導⼊／テーブルメンテナンス 
 

1）源泉徴収税額表 
※令和８年分源泉徴収税額表の対応は、12 ⽉リリース（令和 7 年分合計表・法定調書、給与⽀払報告

書（総括表））で対応します。 
・給与所得の源泉徴収税額表（電算機計算の特例） 

     ・給与所得の源泉徴収税額表（⽉額表） 
・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 

 
Ⅳ．登録・導⼊／更新 
 

1）翌年更新（翌⽉更新） 
   ①扶養親族の所得要件の改正については、令和７年 11 ⽉では改正前の所得要件で判定が⾏われます。 

令和７年 12 ⽉給与へ更新後には、改正後の所得要件で判定され配扶養区分が変更されます。 
令和 7 年 12 ⽉ 1 日以降⽀給の給与から対象となりますので、更新後に所得⾒積額を⼊⼒してくださ
い。 
 

 
 
 
 
 
 
Ⅴ．給与・賞与／⼊⼒・出⼒ 
 

1）給与・賞与 
   ①[F8 社員登録] 
    ・扶養情報①タブにおいて、「特定親族」の判定に対応しました。 
     特定親族は、生年⽉日要件及び合計所得⾦額要件の双方に該当する場合に⾃動判定し、下図の 

赤枠箇所に文言（「特親（源）」・「特親」）を表示します。この時、配扶養区分は「対象外」を
表示します。 

       特親（源）︓特定親族のうち源泉控除対象親族（令和 8 年分以降） 
       特親   ︓特定親族のうち源泉控除対象親族以外 
 
 
 
 
 
 

《19 歳以上 23 歳未満の場合の判定一覧》 
所得⾒積額 配扶養区分 特定親族の判定 
〜58 万円以下 特定 空欄 
58 万円超〜100 万円以下 対象外 特親（源）※ 
100 万円超〜123 万円以下 対象外 特親 
123 万円超〜 対象外 空欄 

     ※源泉控除対象親族となる特定親族の適⽤は令和 8 年 1 ⽉ 1 日以降のため、令和 7 年マスター 
では「特親」と表示されます。 
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     《ご注意》 
     1.特定親族特別控除を受ける場合は、生年⽉日及び所得⾒積額は必須項目となります。 

省略することはできません（特定親族特別控除額の算定に必要なため）。 
特定親族特別控除申告書の提出が特別控除の適⽤要件であるため、所得⾒積額が⼊⼒必須である
仕様に問題はありません。 

     2.所得⾒積額に 58 万円超〜123 万円以下の⾦額が⼊⼒されていると⾃動判定がかかるため、 
控除対象外にはできません。 
「対象外」としたい場合は、所得⾒積額をクリアするなどでご対応ください。 

 
    ・扶養情報①タブの下段の扶養親族等の一覧に「特親/（源）」欄を追加しました。 
     「□申告書情報と連動する」の設定に関わらず、常に上段の扶養情報から⾃動集計します。 
 
 
      左側︓特定親族の合計人数を表示します。 
      右側︓特定親族のうち源泉控除対象親族の人数を 

表示します。（令和 8 年以降マスター） 
 
 
 
 

《令和７年マスター》          《令和８年以降マスター》 
 
 
 
 

・扶養情報タブに「特定親族の数︓特定親族」「特定親族の数︓内、源泉控除対象」を追加しまし
た。（会社登録－システム設定－システム︓扶養控除申告書“作成しない”を選択した場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ※年末調整データ⼊⼒－基礎/配偶者/特親/調整控除申告書⼊⼒タブの「◆特定親族特別控除 

申告書」欄から集計します。⼿修正はできません。 
 

    《令和 7 年マスター》※12 ⽉⽀給⽇以降 
     ※「内、源泉控除対象」は令和 7 年は表示しません。 

      
 
 
 
 

※12 ⽉分処理以降 
※右側は表示なし 
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     《令和 8 年以降マスター》 
 
 
 
 
   ②[Ins 源泉徴収票] 
    ・「特定親族」「特定親族特別控除の額」欄を追加しました。 

※「特定親族特別控除の額」は年調時のみ表示します。 
 
 
 
 
 
 

③ユーザー項目登録 
    本人関係項目に「特定親族数」「特定親族数（源）」を追加しました。 

※「特定親族数（源）」は令和 8 年マスターから⼊⼒可能。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅶ．給与・賞与／出⼒処理 
 

１）出⼒処理 
■明細書出⼒、次⽉計算基礎票、チェックリスト 
①令和７年分改正内容に対応しました。 

    ・扶養数欄に「源泉控除対象親族である特定親族」を表示するように対応しました。 
※令和８年マスターからの対応となります。 

 
             ※特定扶養数・全扶養数（⽼年者数・内同居⽼人数︓特定親族 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ・任意出⼒欄－個人固定情報欄に「特定親族」を追加しました。 

 
 
 

 



 

9 

■退職者用源泉徴収票（受給者交付用） 
①令和７年分の改正内容及び、様式変更に対応しました。 
 ・「控除対象扶養親族等の数」欄に「特親」項目、「特定親族特別控除の額」欄を追加しました。 

特定親族特別控除の適⽤を受ける特定親族について、その数および⽒名等を出⼒します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ・控除対象扶養親族等において、特定親族に該当する場合、下記の特定親族特別控除額に応じて 
     区分欄に下記の番号を出⼒します。（上記緑枠） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    ・控除対象扶養親族等が５名以上いる場合、「（摘要）」欄に⽒名+（区分番号）を出⼒します。 
     また、個人番号の記載が必要な場合は対応する番号とともに備考欄に表示します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

※令和 7 年 11 ⽉前に退職した人につ
いては、改正事項の適⽤がないため
「特親」「特定親族特別控除の額」
には人数や⾦額は表示されません。 
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②[F6 出⼒設定] 
⾦額ゼロタブに「特定親族特別控除の額」を追加しました。（初期値︓チェックあり） 

    ⾦額がない場合にチェックが ON であれば「0」を出⼒、OFF の場合は空欄となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■⽉別給与一覧表 
   ①令和７年分改正内容に対応しました。 
    ・勤怠項目の扶養親族等の数欄に“特定親族”の人数を加算するように対応しました。 
     

※特定扶養数・全扶養数（⽼年者数・内同居⽼人数 
︓特定親族 

   配扶養区分・源泉控除対象者区分 
 
 
 
 
 
Ⅷ．年末調整／⼊⼒・出⼒ ※給与上手くんαProⅡのみ 
 

※以降の改正対応については、累積⼊⼒タブにおいて令和７年 12 ⽉ 1 ⽇以後に⽀給される給与・賞与が
ある場合にのみ適用されます。令和７年分の最後の⽀給が令和７年 11 ⽉ 30 ⽇以前の⼈については、
年調する場合でも、改正後の控除額等は適用されません。 

 
 

1）年末調整（給与上手くん α は給与・賞与の⼊⼒画⾯にある年末調整から同様の処理 
が可能です） 

 
①令和 7 年以降マスターのメニューバー「年調帳票(Y)」内のサブメニューの名称を変更しました。 
 ※給与上⼿くんαProⅡのみ 
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   ②基礎／配偶者／特親／調整控除申告書⼊⼒タブ 
特定親族特別控除申告書の創設に伴い、以下の変更を⾏いました。 

    ・タブ名を基礎／配偶者／特親／調整控除申告書⼊⼒に変更しました。 
 
 
 

   ・基礎／配偶者／特親／調整控除申告書⼊⼒画⾯を「基礎控除申告書／配偶者（特別）控除等申告書 
「特定親族特別控除申告書／所得⾦額調整控除申告書」に分割し、タブで切り替える形としまし 

た。（令和 7 年以降マスター） 
 

《基礎控除申告書／配偶者（特別）控除等申告書》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・改正後の基礎控除額及び合計所得⾦額の判定に対応しました。 
⑴本人の合計所得⾦額に応じて、0 万円〜95 万円の基礎控除額を算出します。 

   ⑵本人、配偶者ともに給与所得控除額の改正により、給与所得の収⼊⾦額等が 190 万円以下 
    の場合は一律 65 万円を控除して所得⾦額を算出するよう変更しました。 
   ⑶配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得要件を 48 万円超〜133 万円以下→58 万円超

〜133 万円以下に変更しました。 
 

 《特定親族特別控除申告書/所得⾦額調整控除申告書》 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ・「扶養情報①」画⾯に登録された扶養親族中の「特定親族」該当者を表示します。 
      「特定控除の額」は「扶養情報①」の所得⾒積額から算出します。 

・当画⾯は下記の⼊⼒制御を⾏っています。 
「扶養控除申告書」を“作成する”設定の場合、当画⾯では⼊⼒・変更不可です。必要に応じて扶
養情報①で⼊⼒してください。 
「扶養控除申告書」を“作成しない”設定の場合は直接⼊⼒可能です。 

◆所得⾦額調整控除申告書◆を次のタブへ移動 

新設 
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     ・当画⾯の⼊⼒された内容を元に「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告 
      書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得⾦額調整控除申告」を作成します。 
 

③控除⼊⼒タブ 
    ・「特定親族特別控除額（⑰-2）」を欄外下部に表示します。 
    ・特定親族特別控除額は「扶養控除額、障害者等の控除額の合計」に加算します。 

・「住宅控除」欄について年次の対応を⾏いました。 
     令和 6 年分住宅借⼊⾦等特別控除額の計算テーブルでの計算に対応しました。 
    ・欄外下部の「(24)-2 (24)-3 (24)-4」（年調減税額、減税控除後年調所得税額、控除外額）を

カットしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

・「住宅控除」欄について年次の対応を⾏いました。 
     令和 6 年分住宅借⼊⾦等特別控除額の計算テーブルでの計算に対応しました。 
    ・特例区分欄に「特個」（特例対象個人）及び「特家・特個」の区分を追加しました。 
     区分欄が「震」「認」「認（ZEH）」「認（省エネ）」のときに選択可能です。 
     また、それに伴い、欄外右側に説明書きを追加しました。 
     ※居住開始日が令和 6 年 1 ⽉ 1 日以降から適⽤開始です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④年末調整票⼊⼒タブ 
 ・令和 8 年分の「源泉徴収簿」には対応していない為「特定親族」に該当しても表示されません。 
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    ・欄外に「特定親族特別控除の額」を表示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ⑤[F8 社員登録]／[F9 扶養情報] 
    ・扶養情報①タブにおいて、「特定親族」の判定に対応しました。 
     特定親族は、生年⽉日要件及び合計所得⾦額要件の双方に該当する場合に⾃動判定し、下図の 

赤枠箇所に文言（「特親（源）」・「特親」）を表示します。この時、配扶養区分は「対象外」を
表示します。 

       特親（源）︓特定親族のうち源泉控除対象親族（令和 8 年分以降） 
       特親   ︓特定親族のうち源泉控除対象親族以外 
 
 
 
 
 

《19 歳以上 23 歳未満の場合の判定一覧》 
所得⾒積額 配扶養区分 特定親族の判定 
〜58 万円以下 特定 空欄 
58 万円超〜100 万円以下 対象外 特親（源）※ 
100 万円超〜123 万円以下 対象外 特親 
123 万円超〜 対象外 空欄 

     ※源泉控除対象親族となる特定親族の適⽤は令和 8 年 1 ⽉ 1 日以降のため、令和 7 年マスター 
では「特親」と表示されます。 

 
     《ご注意》 
     1.特定親族特別控除を受ける場合は、生年⽉日及び所得⾒積額は必須項目となります。 

省略することはできません（特定親族特別控除額の算定に必要なため）。 
特定親族特別控除申告書の提出が特別控除の適⽤要件であるため、所得⾒積額が⼊⼒必須である
仕様に問題はありません。 

     2.所得⾒積額に 58 万円超〜123 万円以下の⾦額が⼊⼒されていると⾃動判定がかかるため、 
控除対象外にはできません。 
「対象外」としたい場合は、所得⾒積額をクリアするなどでご対応ください。 

      
    ・扶養情報①タブの下段の扶養親族等の一覧に「特親/（源）」欄を追加しました。 
     「□申告書情報と連動する」の設定に関わらず、常に上段の扶養情報から⾃動集計します。 
 
 
 
      左側︓特定親族の合計人数を表示します。 
      右側︓特定親族のうち源泉控除対象親族の人数を 

表示します。（令和 8 年以降マスター） 
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《令和７年マスター》          《令和８年以降マスター》 
 
 
 
 

・扶養情報タブに「特定親族の数︓特定親族」「特定親族の数︓内、源泉控除対象」を追加しまし
た。（会社登録－⽀給・年調－システム︓扶養控除申告書“作成しない”を選択した場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ※年末調整データ⼊⼒－基礎/配偶者/特親/調整控除申告書⼊⼒タブの「◆特定親族特別控除 

申告書」欄から集計します。⼿修正はできません。 
 

    《令和 7 年マスター》※12 ⽉⽀給⽇以降 
      
 
 
     《令和 8 年以降マスター》 
 
 
 
 
   ⑥[Ins 源泉徴収票] 
    ・「特定親族」「特定親族特別控除の額」欄を追加しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅸ．年末調整／出⼒処理（年調関係）※給与上手くんαProⅡのみ 
 

１）出⼒処理（年調関係） 
■令和 7 年分 扶養控除等（異動）申告書 

※「従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書」も同様の対応を⾏っています。 
①令和７年分改正内容に対応しました。様式の変更はありません。 
 ・令和 7 年に更新後に出⼒する場合は、改正後の所得要件で扶養控除等に該当するかを判定します。 

※12 ⽉分処理以降 
※右側は表示なし 
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■令和 8 年分 扶養控除等（異動）申告書  
※「従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書」も同様の対応を⾏っています。 

   ①令和７年分改正内容及び、様式変更に対応しました。 
    ・「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に変更しました。 

「源泉控除対象親族」欄に出⼒される親族は、これまでの「扶養親族」「特定扶養親族」に加えて 
「特定親族」でなおかつ、合計所得⾦額が 58 万円超〜100 万円以下の親族です。 

    ・リンク先が変更になったため新しい⼆次元コードに変更しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■令和 7 年分 保険料控除申告書  
①リンク先が変更になったため新しい⼆次元コードに変更しました。 

 
 
 
 

■令和 7 年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶控除等申告書 兼 給与所得者の 
特定親族特別控除申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書 

   ①令和７年分の改正内容及び、様式変更に対応しました。 
    ・「基礎控除額」「給与所得控除額」に関する改正に対応しました。 
    ・「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を追加しました。（「特定親族」の内、合計所得⾦額が

58 万円超〜123 万円以下） 
 ・リンク先が変更になったため新しい⼆次元コードに変更しました。 

    ・「定額減税」に関する項目を削除しました。 
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■源泉徴収票 
①令和７年分の改正内容及び、様式変更に対応しました。 
 ・特定新親特別控除の適⽤を受ける特定親族について、その数および⽒名等を出⼒するように対応 
  しました。 

「控除対象扶養親族等の数」欄に「特親」項目、「特定親族特別控除の額」欄を追加しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ・控除対象扶養親族等において、特定親族に該当する場合、下記の特定親族特別控除額に応じて 
     区分欄に下記の番号を出⼒します。（上記緑枠） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    ・控除対象扶養親族等が５名以上いる場合、「（摘要）」欄に⽒名+（区分番号）を出⼒します。 
     また、個人番号の記載が必要な場合は対応する番号とともに備考欄に表示します。 
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②[F6 出⼒設定] 
⾦額ゼロタブに「特定親族特別控除の額」を追加しました。（初期値︓チェックあり） 

    ⾦額がない場合にチェックが ON であれば「0」を出⼒、OFF の場合は空欄となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■源泉徴収簿／年末調整票 
①令和７年分の改正内容に対応しました。 

・「特定親族特別控除額」の適⽤が有る場合、「⑳所得控除額の合計額」に加算されます。 
・源泉徴収簿の欄外の余白に「特定親族特別控除額（⑰－２）〔XXX,XXX 円〕」と出⼒します。 
・「定額減税」に関する項目を削除しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
■社内一覧表 
①令和７年分改正内容に対応しました。 

「特定親族特別控除額」の出⼒に対応しました。（令和 7 年以降対応） 
 
 
 
 
 
 

■個⼈変動情報リスト 
   ①令和７年分改正内容に対応しました。 

「特定親族の人数」の出⼒に対応しました。（令和 7 年以降対応） 
※令和８年では、特定親族の源泉控除の対象の有無に関係なく人数は合算されます。 
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■扶養情報リスト 
①令和７年分改正内容に対応しました。 

「特定親族」の出⼒に対応しました。（令和 7 年以降対応） 
配扶養区分に“特親”・“特親 源”を出⼒するように対応しました。 

    ・“特親 源”…⾒積所得⾦額が 58 万円超-100 万円以下。 
    ・“特親”   …⾒積所得⾦額が 100 万円超-123 万円以下。 
    ※令和７年では、⾒積所得⾦に関係なく、“特親”で出⼒します。 
 
 
 
 
 
 

■年末調整チェックリスト 
①令和７年分改正内容に対応しました。 

「特定親族」「特定親族特別控除額」の出⼒に対応しました。（令和 7 年以降対応） 
・一覧表出⼒ 

[F8 項目設定]に下記の項目を変更・追加しました。 
「45【扶養親族者】（タイトル）」を「45【扶養親族者等】（タイトル）」に変更します。 

      45【扶養親族者等】グループ内に「50 特定親族」項目を追加し人数を出⼒します。 
「51 扶養人数合計（配偶者除く）」を「51 扶養等人数合計（配偶者除く）」と変更します。 

     【配偶者（特別）控除】グループの後に「142【特定親族特別控除額】（タイトル）」を追加し、 
     その中に「143 特定親族特別控除額」項目を追加します。 
      70 扶養区分に「特定親族」「特定親族 源」を追加し、該当すれば各項目を表示します。 
     （追加項目の初期値） 

 項目 網掛 出⼒ 
50 特定親族   
142 【特定親族特別控除額】（タイトル） 淡  
143 特定親族特別控除額   

     
・一人分出⼒／⼆人分出⼒ 

     扶養情報欄の【扶養親族者の数（配偶者を除く）】を【扶養親族者等の数（配偶者を除く）】に 
     変更し、「特定特親」の項目を追加します。 

「扶養人数合計」を「扶養等人数合計」に変更します。 
※扶養等人数合計には、特定親族（58 万円超〜123 万円以下）の人数を加算します。 

    《一人分の出⼒》 
    
 
 

《⼆人分の出⼒》 
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Ⅹ．表形式/表形式 ※給与上手くんαProⅡのみ 
 

１）給与マスター表形式処理 
ファイル作成 

①扶養親族区分 
「扶特親」・「扶特親（源）」項目を追加し、後ろに人数を出⼒するように対応しました。 
※扶特親…特定扶養親族（令和 8 年では特定扶養親族（源泉控除対象外）が該当） 
※扶特親（源）…特定扶養親族（源泉控除対象）（令和７年では出⼒しない。令和８年以降出⼒） 

 
 
 
 
 
②【扶養親族項目】 

「扶養親族〇扶養親族区分」に「特親」区分を追加しました。 
令和 7 年及び令和 8 年では、特定扶養親族に該当した場合、「特親」区分で出⼒するように対応
しました。 
※令和 8 年では、源泉控除の対象/対象外に関係なく特定扶養親族に該当した全てを「特親」とし
て出⼒します。 

 
 
 

 
  ③【年末調整項目】 

    「特定親族特別控除額」項目を追加しました。 
   
 
 
 
   ④作成タイプ「給与⽀払報告書」でファイル作成できないよう制御しました。 

給与⽀払報告書統一 CSV の令和 7 年分の作成は、後日の対応をお待ちください。 
 
 
 
  

データ取込 

   ①扶養親族区分 
・令和 7 年では、「扶特親（源）」が無いため取込み対象外となります。 
・令和 8 年では、「扶特親」・「扶特親（源）」の双方が取込み対象となります。 
 

②【扶養親族項目】 
・令和 7 年では、下記の通り取込みを⾏います。 

扶養親族区分が「特親」で所得⾦額が 58 万円超-123 万円以下の場合、配扶養区分は「対象外」
で親族区分は「特親」として取込みます。 
 

・令和 8 年では、下記の通り取込みを⾏います。 
・扶養親族区分が「特親」で所得⾦額が 58 万円超-100 万円以下の場合、配扶養区分は「対象

外」で親族区分は「特親（源）」として取込みます。 
・扶養親族区分が「特親」で所得⾦額が 100 万円超-123 万円以下の場合、配扶養区分は「対

象外」で親族区分は「特親」 として取込みます。 
 
③【年末調整項目】 

「特定親族特別控除の額」は取込みません。 
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 改良・修正 
 

Ⅰ．登録・導⼊／会社情報 
 

1）新規会社登録・修正・削除 
①社員登録－扶養情報②－住⺠税に関する事項の「⽒名・カナ(姓／名)」〜「障害者区分」について、

ロック実⾏時に⼊⼒内容が表示されなくなるのを修正しました。 
 
 
Ⅱ．給与・賞与／⼊⼒・出⼒ 
 

1）給与・賞与 
①「社員登録に固定給登録」を“使⽤する”としている場合、一部の単価項目が⾃動計算されなかったの

を修正しました。 
《詳細》 

固定給の使⽤時に、以下の単価項目（日宿単価・役職単価・家族単価・食事単価）に⾃動計算を設
定すると、⾃動計算欄（水色）が「0」と表示されていました。また、該当欄に⼿⼊⼒しようとし
ても⼊⼒できず、社員登録の固定給タブでも⼊⼒できない状態でした。 
※なお、非連動に切り替える、または会社登録で固定給を使⽤しない設定にすると、正常に計算さ

れていました。 
 

2）退職⾦明細書 
   ①同一年に複数種類の退職所得⾦額（例︓短期退職と一般退職など）があるケースで、収⼊から所得控

除を差し引いた⾦額がマイナスになる場合は、通算を⾏って計算するように対応しました。 
（令和 8 年以降マスターで対応） 
《具体例》一般退職︓⽀給額 60 万円、勤続年数 8 年 

短期退職︓⽀給額 500 万円、勤続年数 3 年 
重複期間 3 年 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

短期退職⾦ 500 万円－退職控除 60 万円(20 万円×3 年)＝440 万円 ※重複期間 20 万円 
         一般退職⾦ 60 万円－退職控除 260 万円(40 万円×8 年－20 万円×3 年)＝－200 万円 
         引ききれず余った 200 万円を短期退職から控除し直し、短期退職所得 240 万円 
         300 万円以下となったため、課税退職所得⾦額は 240÷2＝120 万円となるのが正しいが、 

     課税退職所得⾦額が 90 万円と不正な値となっていました。 
 

②退職⾦明細書の処理⽉（納付書集計⽤）が 12 ⽉で、⽀給日（納付書集計⽤）が 12 ⽉以外の日付に
すると、出⼒時に表題欄に表示される「〇年×⽉度」が 1 年前の年度で出⼒されるのを修正しまし
た。（例︓処理⽉ 7 年 12 ⽉の場合、6 年 12 ⽉と誤って出⼒） 
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   ③同一年中に複数回の退職があった場合に、初回以外の退職に関する退職⾦明細書を作成しようとした
とき、⼊⼒はできるが、出⼒では初回の退職分しか出せなかったのを修正しました。 
（例）令和 7 年 1 ⽉ 31 日に退職→継続雇⽤で退職⾦を受け取る 

令和 7 年 4 ⽉ 30 日に退職して再度退職⾦を受け取る 
4 ⽉分の退職⾦明細書を出⼒しようとしても 1 ⽉分しか出⼒できませんでした。 

 
3）出⼒処理 

①⽉別給与一覧表、⽀給控除一覧表 
  ・オプションの“全項目ゼロの社員を出⼒”にチェックを付けず、下記の条件に該当した場合、 

出⼒社員選択に社員が表示されなかったのを表示するように修正しました。 
※“年調翌年繰越額”も上記設定のチェックの該当項目に追加。 
《条件》 

・単独年調（単独⽀給）マスター 
・年調過不⾜税額と年調翌年繰越額が同額で発生しており「差引⽀給額０円」になった場合 

 
 
 
 
 
 

②⽉別給与一覧表－部署別合計表において、「部署の階層ごとに合計を出⼒」にチェックがある状態で
出⼒すると、部署計で控除額や累計が１⾏ずれて出⼒されていたのを修正しました。 
《条件》 
・年調計算をしていない⽉の処理をしている場合で、当⽉退職かつ年調する社員がいる。 
・[F6 項目設定]-「項目設定出⼒を使⽤する」と「⾦額がない項目を詰める」にチェックがある。 
・会社設定－税⾦・年調タブ－年末調整処理での過不⾜税額表示で、「所得税」と「過不⾜税額」を

分けて出⼒するよう設定している。 
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補⾜資料 令和 7 年分 年末調整の改正事項 
 

Ⅰ．令和 7 年分年末調整から適用される改正 
 

1）概要 
①物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、主に以下の改正が⾏われました。 
 

 

 
 
   ②申告書等において、様式変更・新設があったものは以下の通りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2）基礎控除額の⾒直し 
①所得税法第 86 条に基づき、基礎控除額が 48 万円から 58 万円に引き上げられました。 
②令和 7・8 年分については、居住者の所得⾦額に応じて、以下の加算措置が適用されます（租税特別

措置法第 41 条の 16 の 2） 
・37 万円（恒久的措置） 
・30 万円、10 万円、5 万円（令和 7・8 年の 2 年間限定措置） 

  ※年収 850 万円を超える⽅は基礎控除の上乗せ特例は適用されません。 
③合計所得⾦額が 2,350 万円を超える⽅については、今回の改正による影響はありません。 
④基礎控除の⾒直しに伴い、令和 8 年分の源泉徴収税額表が改訂されました。 
⑤本改正は、令和 7 年 12 月 1 ⽇施⾏です。 

 
 
 
 
 
 
 
    ※基礎控除額は、所得税法第 86 条の 58 万円に、租税特別措置法第 41 条の 16 の 2 の 37 万円、 

30 万円、10 万円、5 万円をそれぞれ加えた⾦額となります。 
引用︓令和 7 年分 年末調整のしかた｜国税庁 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm 
 
 

3）給与所得控除の⾒直し 
①給与所得控除の最低保証額が、55 万円から 65 万円に引き上げられました。 
②給与収入が 190 万円を超える⽅については、今回の改正による影響はありません。 
③給与所得控除の⾒直しに伴い、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表」が改訂さ

れました。 
④本改正は令和 7 年 12 月 1 ⽇施⾏です。 

・令和 7 年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 
兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書 

・令和 8 年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 
・令和 8 年分 給与所得に対する源泉徴収簿 
・令和 7 年分 給与所得の源泉徴収票 
・令和 8 年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 

・所得税の基礎控除額および給与所得控除の最低保障額の引上げ 
・⼤学⽣年代の⼦等に係る新たな控除の創設（特定親族特別控除） 
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引用︓令和 7 年分 年末調整のしかた｜国税庁 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm 

 
 

4）特定親族特別控除の創設 
①令和 7 年度税制改正により創設された控除です。控除額は下の表を参照してください。 
②「特定親族」とは、以下の 2 つを満たす親族をいいます。 

     A.年齢が 19 歳以上 23 歳未満の生計同一の親族 
     B.合計所得⾦額が 58 万円超 123 万円以下（※58 万円以下の人は「特定扶養親族」に該当） 
      ※所得要件は申告書提出時の⾒積もり⾦額で判定。 
   ③配偶者および専従者は除外されます。 
   ④複数の居住者の「特定親族」に該当する親族がいる場合、いずれか一人の居住者のみがその特定親族に

ついて控除を適用できます（原則、重複適用は不可）。 
⑤合計所得⾦額が 100 万円以下の特定親族は、源泉控除対象親族となります（後述参照）。 
⑥年末調整で適用を受けるには「特定親族特別控除申告書（新設）」の提出が必要です。 
⑦本改正は、令和 7 年 12 月 1 ⽇施⾏です。（年末調整から適用） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

引用︓令和 7 年分 年末調整のしかた｜国税庁 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm 

 

源泉控除対象親族 
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5）扶養親族等の所得要件 
①基礎控除の改正に伴い、以下の所得要件が引き上げられました。 

    ・配偶者・扶養控除︓48 万円以下→58 万円以下 
・ひとり親の⽣計を一にする⼦の合計所得要件︓48 万円以下→58 万円以下 

    ・勤労学生︓75 万円以下→85 万円以下 
②給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入

する⾦額の最低保証額が 55 万円→65 万円に引き上げられました。 
③本改正は、令和 7 年 12 月 1 ⽇以後支払う給与から適用されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

引用︓令和 7 年分 年末調整のしかた｜国税庁 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm 

 
 

6）個⼈住⺠税の税制改正 
   ①収入⾦額が 190 万円以下の⽅に対する、給与所得控除の最低保証額が 55→65 万円に引き上げられ

ました。（190 万円超の⽅には変更なし） 
   ②扶養親族、ひとり親の⽣計を一にする⼦、雑損控除の適用が認められる親族の総所得⾦額等の要件が

48→58 万円に引き上げられました。 
   ③勤労学⽣控除の総所得⾦額等の要件が 75→85 万円に引き上げられました。 
   ④家内労働者の特例における必要経費算入額の最低保証額が 55→65 万円に引き上げられました。 
   ⑤特定親族特別控除が新たに創設されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

引用︓中央区ホームページ／令和 8 年度から適用される個人住⺠税の主な改正 
https://www.city.chuo.lg.jp/a0009/kurashi/zeikin/juuminzei/r8kaisei.html 

 
   ⑥基礎控除の⾦額は変更はありません。 
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7）調書⽅式による住宅借⼊⾦等特別控除 
   ①本改正は、令和 7 年分の年末調整から対応開始となります。 
   ②令和 4 年度税制改正により決定されたもので、⾦融機関等が税務署に情報を直接提供する⽅式です。 
    ※「調書⽅式」に対応した⾦融機関からの借入れについて、納税者が住宅ローン控除の適用を受ける

ためには、⾦融機関に対し、マイナンバー等を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」（各⾦融
機関の様式によります。）の提出が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8）住宅借⼊⾦等特別控除 
   ①急激な住宅価格の上昇、⼦育て世帯や若者夫婦世帯における住宅取得を支援する観点から、住宅ロー

ン控除の借入限度額の上乗せが令和 7 年入居分まで延⻑されました。 
 
 

9）住宅特定改修特別税額控除 
   ①⼦育てに対応した住宅へのリフォームについての減税措置が令和 7 年 12 月 31 ⽇まで 1 年延⻑され

ました 
 
 
Ⅱ．令和 8 年分給与計算から適用される改正 
 

1）源泉控除対象親族 
   ①源泉控除対象親族が創設されました。以下の条件を満たす親族を指します。 

・年齢が 19 歳以上 23 歳未満の⼦等 
・対象親族の合計所得⾦額が 58 万円超 100 万円以下 

    ※従来の「特定扶養親族」や「扶養控除対象親族」とは異なる新たな判定基準です。 
②本改正は、令和 8 年 1 月 1 ⽇以後に支払う給与等について適用されます。 

 
         

2）源泉徴収税額表の⾒直し 
①基礎控除、給与所得控除の⾒直しに伴い、以下の税額表が改訂されます。 
 ・給与所得の源泉徴収税額表（月額表、⽇額表） 
 ・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 
②本改正は、令和 8 年 1 月 1 ⽇以後に支払うべき給与等について適用します。 

 
 

3）生命保険料控除の控除額の引き上げ 
   ①⼦育て世帯への支援の一環として、新⽣命保険料に係る一般⽣命保険料控除の控除額が⾒直されまし

た。 
   ②23 歳未満の扶養親族を有する場合に、控除額が最⼤ 6 万円に引き上げられます。 
    ※ただし、一般、介護、個人年⾦保険料控除の合計適用限度額（12 万円）に変更はありません。 
   ③本改正は、令和 8 年分に限り適用されます。 
 
 
 

《証明書⽅式》※従来の⽅式 

《調書⽅式》※今回対応開始の⽅式 
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4）退職所得控除額の計算における調整規定の⾒直し 
   ①確定拠出年⾦→退職所得の順に受け取ったとき、重複期間とされる年数が 4 年→9 年に伸びました。 
 
 
Ⅲ．通勤⼿当の非課税限度額の改正 
 

①通勤⼿当に係る非課税限度額の改正が決定しました。年末調整での対応⽅法についての情報はまだ公
表されていません。国税庁ホームページで最新情報を必ずご確認ください。 
通勤⼿当の非課税限度額の改正について｜国税庁 
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm 

 
Ⅳ．各種申告書の改正 
 

1）令和 7 年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給
与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書 

《変更点》 
・「基礎控除申告書」の「控除額の計算」及び「配偶者控除等申告書」の「判定」が変更されました。 
・「基礎控除申告書」及び「配偶者控除等申告書」から定額減税に係る記載欄が削除されました。 
・特定親族特別控除の創設に伴い、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が新規追加されました。 
・当様式内のすべての申告書について、説明書きが裏面に移動しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 歳未満の扶養親族を有する場合 左記以外の場合（現⾏と同様） 
年間の新⽣命保険料 控除額 年間の新⽣命保険料 控除額 
3 万円以下 新⽣命保険料の全額 2 万円以下 新⽣命保険料の全額 
3 万円超 6 万円以下 新⽣命保険料ｘ1/2 

 +15,000 円 
2 万円超 4 万円以下 新⽣命保険料ｘ1/2 

 +10,000 円 
6 万円超 12 万円以下 新⽣命保険料ｘ1/4 

 +30,000 円 
4 万円超 8 万円以下 新⽣命保険料ｘ1/4 

 +20,000 円 
12 万円超 一律 6 万円 8 万円超 一律 4 万円 
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   《詳細》 
   ●「基礎控除申告書」の変更点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ●「配偶者控除等申告書」の変更点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ●「給与所得者の特定親族特別控除申告書」（新規帳票）の記載⽅法 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① ② ③ 

①該当の親族の情報を記載 ②当該親族の所得⾦額を記載 
 

③下の「〇控除額の計算」を 
⾒ながら、控除額を記載 

 

「〇控除額の計算」が、 
改正後の基礎控除額に 
変わっています。 

「〇配偶者の本年中の合計所得⾦額
の⾒積額の計算」の判定が、改正後
の所得要件に変わっています。 
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2）令和 7 年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 
《変更点》 
・様式は変更ありません. 
・年末に確認等をする際は、所得⾒積額を 48→58 万円に読み替えて使用してください。 

 
 
    ※裏面の説明書き中にも所得要件が 48 万円の箇所がありますので、同様に読み替えて判定します。 
     （住⺠税含む） 
    参考︓令和７年度税制改正（基礎控除の⾒直し等関係）Ｑ＆Ａ（2-1）（国税庁） 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf 
 

3）令和 8 年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 
《変更点》 

・「控除対象扶養親族」欄が「源泉控除対象親族」欄に文言変更されました。 
・「源泉控除対象親族」欄に、「特定親族」のチェックが追加されました。 
※「令和８年分 従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書」についても、同様の変更がされ

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ●「特定親族」欄について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽣計同一の 19 歳以上 23 歳未満の親族で、 
令和 8 年中の所得⾒積額が 58 万円超 123 万円以下の人は 
「特定親族」にチェックを入れます。 
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   （例）20 歳の⼤学⽣の⼦がアルバイトをして給与収入 150 万円あるケースの記載例 
 
 
 
 

⽣年月⽇が平 17.5.5 かつ所得⾒積額が 850,000 円で特定親族に該当するため、特定扶養親族・特定
親族欄に✓を入れます。 
 
 

4）令和 7 年分 給与所得者の保険料控除申告書 
※⼤きなレイアウト変更や欄の追加などはありません。 

 
 

5）令和 7 年分 給与所得の源泉徴収票 
《変更点》 
・点線、細い線が通常の太さの実線に変更になりました。 
・「控除対象扶養親族」が「控除対象扶養親族等」に変更されました。 
・「控除対象扶養親族等の数」欄に「特親」欄が追加されました。 
・「特定親族特別控除の額」欄が追加されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定親族に該当する親族の人数を記載 

特定親族特別控除の合計額を記載 

●「（摘要）」欄の記載⽅法 
・控除対象扶養親族等が 5 人以上の

場合は（摘要）欄に氏名等を記載 
  
・記載する親族が「特定親族」の場

合は、氏名の後に区分「（11）」
のように記載 

 
・マイナンバーが必要な場合は紐づ

け用の番号をふって（備考）欄に
マイナンバーを記載 

 
（例）（01）山田 太郎（11） 

日本 一郎 子 17 5 5 850,000 
✓ 

〇〇県××市△△町 

◎◎-××× 
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6）令和 7 年分 給与所得に対する源泉徴収簿 
《変更点》 
・年調減税額の計算に関する内容が削除され、特定親族特別控除額が記載されることとなりました。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

引用︓令和 7 年分 年末調整のしかた｜国税庁 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●「区分」欄の記載⽅法 
・従前は非居住者のみ区分を要していたが、今回新設の「特定親族」は区分の記載が必須です。 
 特定親族特別控除額と居住に対応した区分を記載します。 
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7）令和 8 年分 給与所得に対する源泉徴収簿 
《変更点》 
・「年末調整」欄に「特定親族特別控除額」の記載欄が追加されました。 
・「扶養控除等の申告・各種控除額」欄について、次のとおり変更されました。 

「特定親族」欄が追加されました。 
「従たる給与から控除する源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計数」欄が、「従たる給
与から控除する源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計数」欄に名称が変更されました。 

・「配偶者の有無」の記載欄が削除されました。 
×(1)国税 太郎(特親)(50)   

・「前年の年末調整に基づき繰り越した過不⾜税額」等の記載欄の位置が変更され、「賞与等」の記載
欄が１⾏削除されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上 


